
償
却
資
産
︵
固
定
資
産
税
︶

未
申
告
の
方
は
至
急
提
出
を

　
事
業
用
資
産
を
お
持
ち
の
方
で
、

償
却
資
産
の
申
告
が
お
済
み
で
な

い
方
は
、
直
ち
に
申
告
書
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
申
告
書
が
届
い

て
い
な
い
場
合
は
税
務
課
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

提
出
先
　
税
務
課
資
産
税
係
ま
た 

　
は
各
総
合
事
務
所

　
詳
し
く
は
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら

　 

税
務
課
︵
☎
内
線

131
・

132
︶

家
畜
の
飼
養
報
告
が
必
要
で
す

　
口
蹄
疫
、
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

な
ど
の
家
畜
伝
染
病
の
発
生
を
予

防
す
る
た
め
、
毎
年
２
月
１
日
時

点
の
飼
養
状
況
を
県
へ
報
告
す
る

こ
と
が
家
畜
伝
染
病
予
防
法
で
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

対
象
家
畜

①
牛
、
水
牛
、
鹿
、
め
ん
羊
、
ヤ

ギ
、
馬
、
豚
︵
ミ
ニ
豚
、
イ
ノ

ブ
タ
を
含
む
︶、
い
の
し
し

②
鶏
︵
ウ
コ
ッ
ケ
イ
、
チ
ャ
ボ
を

含
む
︶、
う
ず
ら
、
ア
ヒ
ル
︵
ア

イ
ガ
モ
を
含
む
︶、
き
じ
、
だ
ち

ょ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
、
七
面
鳥

※

展
示
用
や
ペ
ッ
ト
の
場
合
も
対

　
象
で
す
。
な
お
、
ミ
ツ
バ
チ
は

８
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別
の
法
律
で
毎
年
１
月
１
日
の

　
飼
育
状
況
の
届
け
出
が
義
務
付

　
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

報
告
期
限

①
４
月
15
日
㈬
　
②
６
月
15
日
㈪

　
報
告
様
式
は
、
岐
阜
県
東
濃
家

畜
保
健
衛
生
所
︵
恵
那
総
合
庁
舎

敷
地
内
︶
、
県
庁
家
畜
防
疫
対
策

課
で
配
布
、
ま
た
は

農
林
水
産
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら

　 

岐
阜
県
東
濃
家
畜
保
健
衛
生
所

　︵
☎
０
５
７
３
ー

26
ー

１
１
１
１
︶

　
　
　  

農
政
課

　︵
☎
内
線
４
０
５
１
︶

ひ
と
り
親
家
庭
対
象

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

　
就
職
や
転
職
に
有
利
な
資
格
を

取
得
す
る
た
め
、
養
成
機
関
で
訓

練
を
受
け
る
場
合
に
、
訓
練
促
進

費
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
ご
希
望
の
方
は
、
お
気
軽
に
お

問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

支
給
額
　
月
10
万
円
程
度

※

就
業
期
間
中
か
つ
所
得
に
よ
る

対
象
者

　
市
内
に
住
所
が
あ
る
ひ
と
り
親

家
庭
の
母
ま
た
は
父
で
、
次
の
要

件
を
す
べ
て
満
た
す
方

①
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け

て
い
る
、
ま
た
は
同
等
の
所
得

水
準
に
あ
る
方

②
養
成
機
関
で
、
１
年
以
上
の
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
︵
資
格
に
よ
っ
て

は
６
カ
月
以
上
︶
を
修
業
し
、

対
象
資
格
の
取
得
が
見
込
ま
れ

る
方

③
過
去
に
高
等
職
業
訓
練
促
進
給

付
金
を
受
給
し
て
い
な
い
方

対
象
と
な
る
資
格
　
看
護
師
、
准

看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
保
育
士
、

美
容
師
、
歯
科
衛
生
士
な
ど
や
、

デ
ジ
タ
ル
分
野
な
ど
の
民
間
資

格
︵
例
　
シ
ス
コ
シ
ス
テ
ム
ズ

認
定
資
格
、Ｌ
Ｐ
Ｉ
認
定
資
格
︶

な
ど

　 
こ
ど
も
家
庭
課
︵
☎
内
線

649
︶

問

問

広 

告

問

問

近年の物価上昇などを受け、令和８年４月１日し尿汲
み取り分から下記のとおり手数料を改定します。

し尿汲み取り手数料を改定します
汚泥処理センター（☎76-3002）

担
当
課

■料金　18ℓごとまでに　214 円　▶　260 円

■改定の時期　令和８年４月１日から

中津川市児童館
長期休暇中のランチタイム利用
の募集を始めます

夏休み中の子どもの
お昼どうしよう・・

ぜひ児童館を
ご利用ください

申込期間　２月２日㈪～20日㈮

令
和
８
年
度

夏休みなどの長期期間中、保護者が留守と
なるご家庭は、中津川市児童館のランチタ
イム利用が可能です。
▶対象児童
保護者の就労などで、昼食時間に保護者が
留守にする家庭で、かつ放課後児童クラブ
を利用していない小学生
▶利用できる日
小学校の長期休暇期間のうち、各児童館が
設定する日
▶利用可能時間　12時～13時
申込方法など、詳しくは
二次元コードから
　　　　こども家庭課（☎内線599）問・申込
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